
【別添2】
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項新｜日対照表

新 ！日

別添3 別添2

雇用管理分野における偲人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意 雇用管理分野における倒人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意

事項 事項

第 1 趣旨 第1 趣旨

この留意事項は、簾用管理分野における労働安全衛生法（昭和47年法律 この留意事項は、雇用管環分野における労働安全衛生法（昭和47年法律

第57号。以下「安衛法」という，，＿＿）等に碁づき実施した健康診断の結果等 第57号。以下「安衛法j という）等に基づき実施した健康診断の結果等の

の健康情報の取扱いについて、 「｛国人情報の保護に関する法律についての 健康情報の取扱いについて、 「個人情報の保護に関する法律についてのガ

ガイドライン（通異IJ編）ム（平成28年個人情報保護委員会告示第6号。以 イドライン（通郎編） （平成28年立1i個人情報保護委員会。以下 fガイド

下 fガイドライン」という。）に定める措置の実施に当たって、事業者に ライン」という。）ムに定める措置の実施にあたって、 「雇用管理に関す

おいて適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定めるものであ る偲人憤報のうち健康惜報を取り扱うに当たっての留意事項についてJ

盃ι （平成16年10月29臼付け暴発第1029009号。以下「！日留意事項通達j とい

なお、事業者は、この留意事項に記載のない事項等については、ガイド 九）における規律水準と比較して変更はなし事業者においてこれまで

ライン、 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国に と同様に適切に取り扱われるよう、引き続き留意すべき事項を定めるもの

ある第＝者への提供繍｝」 （平成28年個人情報保護委員会告示第7景）、 である。

「i厨人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供待の

確認記録義務編〕 J 〔平成28年個人惜報保護委員会告示第8号）、 「i固
人燈報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報目度名

加工憤報編） j （平成28年個人喧報保護委員会告ホ第9-l号〕及び f個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（認定個人情報鑑護団体

編）」 （令和3年個人情報保護委員会告示第7号］をそれぞれ参照された L 

ど＆ー
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雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 新旧対照表

第2 健康情報の定義 ｜第2 健康情報の定義

倒人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法j とい

う。）第2条第1項及びガイドライン2-1に定める偶人情報のうち、この

留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報（以下 f健康情

報j という。）は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものを

いい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられ

る。

この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン2-3に定め

る「要配慮個人情報j （注）に該当する場合が多い内なお、主主l!2慮個人情

報に該当しない健康情報についても、労働者に関する機微な情報が含まれ

得ること等から、要配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましい白

( 1 ）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管現に関する業

務に従事する者（以下「農業保健業務従事者Jという。）が労働者の

健康管理等を通じて得た情報

(2）安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の

結果の評備に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認

めたときに実施した健康診断の結果

( 3）安衡法第66条第1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施し

た健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に

基づき労働者から提出された健康診断の結果

(4）安衛法第66条の4の規定に基づき事業者が医師文は歯科医師から穂

取した意見及び室質主主第66条の5第1項の規定に基づき事業者が講じ

た健康診断実施後の措置の内容

(5）安衛法第66条の7の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容

(6）安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条のBの

4第1項の規定に基づき事業者が実施した菌接指導の結果並びに安衛

法第66条のB第2項（第66条のBの2第2項及び第66条の8の4第2
項の規定により準用する場合を含む。）の規定iこ基づき労働者から提

出された菌接指導の結果

倒人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」とい

う。）第2条第1項及びガイドライン2-1に定める個人情報のうち、この

留意事項において取り扱う労働者の健康に関する他人情報（以下「健康情

報」という。） I立、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものを

いい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられ

る。主主」この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン2-
31こ定める「要配慮個人情報」 （注）に該当するが、健康情報の取扱いに

ついては、！日留意事項通達における規律水準と比較して変重はない。

( 1 ）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業

務に従事する者（以下「産業保健業務従事者Jという。）が労働者の

健康管理等を通じて得た情報

( 2）安衡法第65条の2第1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の

結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認

めたときに実施した健康診断の結果

( 3）安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施し

た健康診断の結果並びに安衡法第66条第5項及び第66条の2の規定に

基づき労働者から提出された健康診断の結果

(4）安衛法第66条の4の規定に基づき事業者が医師文は歯科医師から聡

取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき事業者が講じた健康

診断実施後の措置の内容

(5）安衡法第66条の7の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容

(6）安衛法第66条のB第1~車、第66条の 8 の 2第 1 項及び第66条の B の
4第1項の規定に基づ、き事業者が実施した菌接指導の結果並びに安衛

法第66条の 8第2項（第66条の B の 2第 2~貰及び第66条の B の4第2

項の規定により準用する場合を含む。）の規定に喜基づき労働者から提

出された面接指導の結果
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雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

(7〕安衛法第66条の8第4項（第66条のBの2第2項及び第66条の8の

4第2項の規定により準用する場合を含む円〕の規定に基づき事業者

が医師から務取した意見忍草安衛法第66条のB第5項（第66条の8の

2第2項及び第66条のBの4第2！葺の規定により準用する場合を含

主J_の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

(8）安衛法第66条の9の規定に慕づき事業者が実施した面接指導又は商

接指導に準ずる措置の結果

(9）安衛法第66条の10第1項の規定に基づき事業者が実施した心理的な

負担の程度を把援するための検査（以下「ストレスチェック」とい

う。）の結果

(10）安衛法第66条の10第3項の規定に基づき事業者が実施した面接指導

の結果

(11 ）安衛法第66条の10第5項の規定に基づき事業者が医師から聴取した

意見及び同条第6項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の

措置の内容

(12）安衡法第69条第1項の規定に碁づく健康保持増進措置を通じて事業

者が取得した縫康測定の結果、健康指導の内容等

(13）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第27条の規定に基づ

き、労働者から提出されたこ次鍵康診断の結果

(14）健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得

した情報

(15）受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

(16）事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報

(17）労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

(18) (1）から（17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提

供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報

（注） 個人情報取扱事業者等の義務毒事に係る規定（法第4主主〕において

は、法第2条第3項及びガイドライン2-31こ定める「要配慮個人情

報j(J)殴望号（法第20条第2項）及び個人ヂー告の第三者援供工法第27

［ ~lj添 2]
新！日対照表

(7）安衛法第66条のB第4項入第66条のBの2第2項及び第66条の8の

丘室♀J墓の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見並立与安衛法

第66条の8第5項、第66条のBの2第2J'.fi及び第66条の8の4第2項

の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

( 8）安衛法第66条の9の規定に義づき事業者が実施した菌接指導又は蕗

接指導に準ずる措叢の結果

(9）安衡法第66条の10第1項の規定に基づき事業者が実施した心理的な

負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」とい

う。）の結果

(10）安衡法第66条の10第3項の規定に基づき事業者が実施した箇接指導

の結果

(11 ）安衡法第66条の10第5項の規定に基づき事業者が皇室師から聴取した

意見及び同条第 6~買の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の

措置の内容

(12）安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて事業

者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

(13）労働者災害補償保険法（自苦手口22年法律第50号）第27条の規定に基づ

き、労働者から提出された二次健康診断の結果

(14）健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得

した情報

(15）受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

(16）事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報

(17）労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

(18) (1）から（17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提

供された本人の病授、健康診断の結果、その他の健康に関する情報

（浅） 法第2条第3項及びガイドライン2-3に定める「要~廉個人情報」

については、取得に当たって本人の同意が必要であるほか、第三者提

供！ζ当たっても札原則iとして本人の同意が必要であり、法第23条第2
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雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

条第1項〕をするに当たっては、原則として本人の悶煮がt必要であ

るのなお、 「要因康個人情報｜については、法第27条第2項の規定に

よる第三者提供（第三者への提供を利用目的とすること等をあらかじ

め本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個

人情報保護委員会に績け出ることで、あらかじめ本人の同意を得ず

に、 i監ム主ニ~を第三者に提供すること。）は認められない。
また、例えば、次のような場合には、健康情報の取得及び第三者提

供に際して、本人の間意は必要など♀

(a ）事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得ムι

文は第三者に提供する場合（法第20条第2項第1号、第27条第1

彊隻工芝L
(b）法箆担金第5項第1号から第3号室主に掲げる第三者に該当し

ない場合（例：事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する

場合において、健康情報が共同して利用する者に提供される場合

等）

［別添2]
新旧対照表

項の規定による第三者提供（第三者への提供を利用毘的とすること等

をあらかじめ本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置くと

ともに、個人情報保護委員会に鹿け出ることで、あらかじめ本人の同

意を得ずに、飽ム盟主塁を第三者に提供すること。オプトアウトによる

第三者提供という。）は認められないことから‘！日留意事項通達にお

ける健康情報の取扱いの規律水準と比較して変質はない。

また、以下のような場合には、健康情報の取扱いについては！日留意

事項通達における取扱いと潤様に取得及び第三者提供に際して、本人

の随意は必要ない内

(a ）事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得文は

第三者！こ提供する場合

( b）法筆m第5項第1号から第3号に掲げる第三者に該当しない

場合（例：事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する場合に

おいて、健康情報が共同して利用する者に提供される場合等）

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項 第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本約な考え方

( 1 ）第2の（ 1 ）から（18）までに挙げた健康情報のうち要E苦慮個人情

報に該当するものについては、本人に対する不利主主な取扱い文は差別

等につながるおそれがあるため、事業者において、その取扱いに特に

配慮を要する。要菌E慮個人情報に該当しない健康情報についても、第

2のとおり、労働者に関する機微な情報が含まれ得ること等から、要

配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましい。

( 2）事業者は、健康情報を取り扱うに当たっては、利用毘約をできる限

り具体的に特定しなければならない。また、原翼IJとしてあらかじめ本

人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超え
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1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方

( 1 ）第2の（ 1 ）から（18）に挙げた健康情報については労働者個人の

：主主Q2jg童康に関する情報であり、本人に対する不利益な取扱い文は差

別等につながるおそれのある要配慮他人情報であるため、事業者にお

いては健康情報の取扱いに特に配慮を要する。

(2）健康情報は、労働者の健康確保に必要な範闘で利用されるべきもの

であり、事業者は、労働者の健康確保に必要な範盟を趨えてこれらの

健盤情報を取り扱つてはならない。



雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

て、健康情報を取り扱つてはならない。

なお、安衛法第104条第1項！こ基づき、事業者！立、安衛法文はこれ

に基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の健康情報を収

集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必

要な範囲内で労働者の健康情報を収集し並びに当該収集の呂的の範

囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないn ただし、本人の

同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 法第19条に規定する不滴正な利用の禁止に関する事項（ガイドライン

主塑盈L
事業者l土、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある

方法により健康情報を利用してはならないn

立法第怨主主に規定する適正な取得及び法筆担金に規定する取得に探して

の利用目的の通知等に関する事項（ガイドライン主E関係）
( 1 ）事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康育報企ユ主主E

配慮個人情報に該当するものを取得する場合は、あらかじめ本人の伺

意を得なければならない。

(2）また、事業者！立、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情

報を取得する場合は、自傷他著書のおそれがあるなど、労働者の生命、

身体文は財産の保護のために竪急S!2必要がある場合等を除き、長主主：

よ之金ふ一本人に利用目的を明示しなければならない。

( 3）安衡法第66条の10第2項において、ストレスチェックを実施した医

師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者」とい

う。）は、労働者の間意を得ないでストレスチェック結果を事業者に

提供しではならないこととされており、事業者は、実施者文はその他

のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「実施事務従事

者」という。）に提供を強要する文は労働者に同意を強要する等の不

正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得しではなら

ない。

【男I]添2]
新！日対照表

（新設）

1..法箆立金に規定する適正な取得及び法箆現金に規定する取得に1探して

の利用局的の通知等に関する事項（ガイドライン主Z関係）
( 1 ）事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得す

る場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

(2）また、事業者は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、身

体又は財産の保護のために：必要がある場合等を除き、本人に利用厨的

を明示しなければならない。

(3）安衛法第66条の10第2項において、ストレスチェックを実施した医

師、保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者」とい

う。〕は、労働者の間意を得ないでストレスチェック結果を事業者に

提供してはならないこととされており、事業者は、実施者又はその他

のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「実施事務従事

者」という。）に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不

正の手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得しではなら

ない。

5 I 13 



日lj添付
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項新！日対照表

± 法筆mに規定する安全管理措置及び法筆2主主主に規定する従業者の監

督に関する事項（ガイドラインシ4-2及びξ土2関係）
( 1 ）事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等

の加工前の情報や詳織な医学的情報の取扱いについては、その利用に

当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることか

ら、産業保健業務従事者に行わせることが護ましい。

(2）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に

健康情報を提供させるよ主は、当該盤塵情報が労働者の健康確保に必

要な範囲内で利用されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に

健康情報を適切に加工させる等の措霞を講ずること。

(3）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者

については、あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業

者が指名し、全ての労働者に周知すること。

(4）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないた

め、事業者は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わ

せることができるが、事業者への提供について労働者の同意を得てい

ない場合には、ストレスチェックを受ける労働者について解震、昇進

文は異動（以下 f人事」という。）に関して直接の権限を持つ監督的

地位にある者に取り扱わせではならない。また、事業者は、ストレス

チェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限

を持つ監督的地位にある者を除く。）に取り扱わせるliは、労働者

の健康確保に必嬰な範囲を超えて人事！こ利用されることのないように

するため、次に掲げる事項を当該者に周知すること。

(a）当該者には安衛法第105条の規定に基づき秘密の保持義務が謀

されること。

( b）ストレスチェック結果の窓盤どは、医師等のストレスチェック

の実施者の指示により行うものであり、所属部箸の上司等の指示

を受けて、その結巣を漏らしたりしてはならないこと。

( c）ストレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等のうちスト

レスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはなら

］＿ 法筆ZQ金に規定する安全管寝措置及び法筆21乏に規定する従業者の監

督に関する事項（ガイドライン乞左2及び主主2関係）
( 1 ）事業者！立、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等

の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に

当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることか

ら、産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。

(2）事業者は、産業保健業務従事者から蔑業保健業務従事者以外の者に

健康情報を提供させる盛は、当該情報亦労働者の健康縫保に必要な範

随内で利用されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者iこ健康情

報を適切に加工させる等の措置を講ずること。

(3）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者

については、あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業

者が指名し、全ての労働者に周知すること。

(4）ストレスチェック結果は、詳総な医学的情報を含むものではないた

め、事業者は、その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わ

せることができるが、事業者への提供について労働者の同意を得てい

ない場合には、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進

又は異動（以下「人事」という。）！こ関して獲接の権限を持つ監督的

地位にある者に取り扱わせではならない。また、事業者は、ストレス

チェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限

を持つ監督的地位にある者を除く。）に取り扱わせる堕は、労働者の

健康確保に必要な範殴を超えて人事に利用されることのないようにす

るため、次に掲げる事墳を当該者に周知すること。

(a ）当該者には安衛法第105条の規定に基づき秘密の保持義務が課

されること。

( b）ストレスチェック結果の毘旦長どは、医師等のストレスチヱツ

クの実施者の指示により行うものであり、所属部署の上旬等の指

示を受けて、その結果を漏らしたりしてはならないこと。

( c）ストレスチヱツク結果を、自らの所属部署の業務等のうちスト

レスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはなら
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ないこと。

(5）インターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用して

ストレスチェックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要Eが
あること。

(a）個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリテイの確保のため

の仕組みが護っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存

が適切になされていること。

( b）本人以外に個人のストレスチェック結果を関覧することのでき

る者の制限がなされていること。

5 法筆~に規定する委託先の監督に関する事項（ガイドライン主土生
関係）

健康診断、ストレスチェック、笛接指導文は健康保持増進措置の全部

文は一部を医療機関、メン?tルヘルスケアへの支援を行う機関等（以下

「外部機関j という。）に委託する場合には、当該委託先において、情

報管理が適切に行われる体制が裳備されているかについて、あらかじめ

縫認しなければならない。

6 法第26条に規定する漏えい等の報告等に関する事項（ガイドラインシ

盟盈L
事業者は、その取り扱う偉人デ－?tの漏えい等文はそのおそれのある

草案（以下「i属えい等事案！というの〕が発賞した場合には、濃えい等

喜草案の内容等に応じて、次に掲げる事項について必婆な槽鴛を講じなけ

色盟主ゑゑどs

( 1 ）事業者内部における報告及び被害の拡大防止

責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等草案による

被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずること。

(2）事実関係の調査及び原因の究明

漏えい等事案の事実関係の譲査及び原因の究明に必要な措置を講ず

ゑ三~

ないこと。

(5）イン告ーネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用して

ストレスチェックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要が

あること。

(a）億人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの確保のため

の仕組みが整っており、その仕組みに基づいて偶人の結果の保存

が適切になされていること。

( b）本人以外に個人のストレスチェック結巣を閲覧することのでき

る者の制限がなされていること。

4 法筆~に規定する委託先の監督に関する事項（ガイドライン主主主
関係）

健康診断、ストレスチェック、面接指導又は健康保持増進措置の全部

又は一部を医療機関、メン?tルヘルスケアへの支援を行う機関等（以下

「外部機関j という。）に委託する場合には、当該委託先において、情

報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、あらかじめ

確認しなければならない。

（新設）
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( 3）影響範囲の特定

上記（2）で杷握した事実関係による影響範闘の特定のために必要

な措置を講ずること。

(4）再発防止策の検討及び実施

上記（2〕の結果を踏まえ、漏えい等事実の再発防止策の検討及び

実施に必要な措置を講ずること。

(5）偲人情報保護委員会への報告及び本人への通知

個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員

会規則第3号〕第7条各号に定める事態を知ったときは、ガイドライ

ン3-5-31こ従って、個人情報保護委員会に報告するとともに、ガイド

ライン3-5-41ニ従って、本人への通知等を行わなければならない。な

お、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発

生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに

公表することが望ましいn

?_ 法筆担金第1項に規定する第三者提供に自書する本人の同意等に高号する

事項（ガイドライン3-6関係）

( 1 ）事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について

医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求めら

れた情報を医療機関が提供することは、法集担金の第三者提供に該当

するため、医療機関は」屋昆比ム王労働者から同意を得る必要があ

る。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得

する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、

これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

(2）安衛法第66条第1~買から第4項までの規定に基づく健康診断並びに

安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条のBの4

第1項の規定に基づく面接指導については、これらの規定において事

業者は箆師若しくは歯科医師による健康診断文は医師による蔚接指導

を行わなければならないとされている。事業者は、健康診断文は面接

指導の実施に当たって、外部機関に健康診断文は面接指導の実施を委

立法筆益金第1項に規定する第三者提供に関する本人の同意等に衡する

事項（ガイドライン3-4関係）

( 1 ）事業者が、労働者から提出された診断書喜の内容以外の情報について

医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求めら

れた情報を医療機関が提供することは、 j去震設会の第三者提供に該当

するため、医療機関は労働者から同意を得る必要がある。この場合に

おいても、事業者！立、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働

者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は

労働者本人から提出を受けることが望ましい。

( 2）安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づく健康診断並びに

安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4

第1哀の規定に基づく面接指導については、これらの規定において事

業者は医師若しくは歯科医飾による健康診断文は医師による面接指導

を行わなければならないとされている。事業者は、健康診断又は面接

指導の実施に当たって、外部機関に健康診断又は面接指導の実施を委
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雇用管理分野における偲人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

託する場合には、事業者は、健康診断又は商接指導の実施に必要な労

働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。また、安衛法第66
条の3、第66条の4、第66条のB第3項及び第4項（第66条の8の2

第2項及び第66条の8の4第2項の規定により準用する場合を含

む。）において、事業者は、健康診断又は面接指導の結果の記録及び

当該結果に係る医師又は歯科医師からの意見聴取が義務付けられてお

り、玄箆法第66条の6において、事業者l立、健康診断結果の労働者に

対する通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行する

ためには、健康診断文は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告

（提供）されなければならない。これらのことから、事業者が外部機

関にこれらの健康診断又は頭接指導を委託するために必婆な労働者の

倒人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者

に対して労働者の健康診断又は商接指導の結果を報告（提供）するこ

とは、それぞれ安衛法に義づく事業者の義務を遂行する行為であり、

法筆泣き主第1項第1号の f法令に基づく場合」に該当し、本人の同意

を得なくても第三者提供の制限は受けない。

( 3）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレ

スチェックの実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必

要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合に

おいて、当該提供行為は、ヱ（2）に規定する健康診断等の場合と伺

様に、安衛法に萎づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第Wt.
第1項第1号の「法令に基づく場合Jに該当することから、本人の同

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

また、安衛法第66条の10第2項において、あらかじめストレスチェ

ックを受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供して

はならないこととされている。このため、外部機関が、あらかじめ本

人の同意を得ないで、委託元である事業者に対してストレスチェック

結果を提供することはできない。

さらに、安衛法第66条の10第3項において、ストレスチェックの結

果の通知を受けた労働者であって、厚生労働省令で定める婆件に該当

｛別添2】
新旧対照表

託する場合にl立、事業者は、健康診断又は笛接指導の実織に必婆な労

働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。また、安衡法第66
条の3、第66条の4、第66条の8第3項及び第4項（第66条の8の2
第2寝及び第66条の8の4第2項の規定により準用する場合を含

む。）において、事業者は、健康診断文は面接指導の結果の記録及び

当該結果に係る医師又は歯科医師からの意見聴取が義務付けられてお

り、第66条の6において、事業者は、健康診断結果の労働者に対する

通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行するために

は、健康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告（提

供）されなければならない。これらのことから、事業者が外部機関に

これらの健康診断又は面接指導を委託するために必要な労働者の個人

情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者に対

して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告（提供）すること

は、それぞれ安衡法に義づく事業者の義務を遂行する行為であり、法

筆空会第1項第1号の「法令！こ基づく場合Jに該当し、本人の同意を

得なくても第三者提供の制限は受けない。

(3）事業者は、ストレスチヱツクの実施に当たって、外部機関にストレ

スチェックの実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必

要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合に

おいて、当該提供行為は、 5( 2）に規定する健康診断等の場合と同

様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法筆益金

第1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当することから、本人の悶

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

また、安衛法第66条の10第2項において、あらかじめストレスチェ

ックを受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供しで

はならないこととされている。このため、外部機関が、あらかじめ本

人の同意を得ないで、委託元である事業者に対してストレスチェック

結果を提供することはできない。

さらに、安衛法第66条の10第3項において、ストレスチェックの結

果の通知を受けた労働者であって、厚生労働省令で定める要件に該当
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' するものが申し出たときは、事業者は、菌接指導の実施が義務付けら a

れている。事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚生

労働省令で定める重要件に該当するかどうかを確認するために、労働者

にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチェックを実施し

た外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考え

られるが、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外

部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当たって、改め

て本人の同意を得る必要はない。

なお、事業者が、安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1
項、第66条のBの4第1項文は第66条の10第3項の規定に基づく面接

指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、

また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結

果を提供することは、エ（2）に規定する健康診断等の場合と同様

に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法隻辺三重第

1項第1号の「法令に基づく場合Jに該当し、本人の同意を得なくて

も第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得

なくても第三者提供の制限を受けない鍵康情報には、菌接指導の実施

に必要な情報として事業者から当該外部機関に提供するストレスチェ

ック結果も含まれる。

(4）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和60年法律第88号L 以下「労働者派遣法」という。）第45

条第10項及び第14項において、派遣先事業者が安衛法第66条第2項か

ら第4項までの規定に基づく健康診断及びこれらの健康診断の結果に

碁づき安衡法第66条の4の規定に基づく医師からの意見聴取を行った

ときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元事業者

に送付するとともに、当該皇室師の意見を当該派遣元事業者に通知しな

ければならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、

派遣元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意晃を記載した書

面を提供することは、労働者派違法の規定に基づく行為であり、法第

【}JI]添2]
新IS対照表

するものが申し出たときは、事業者は、面接指導の実施が義務付けら

れている。事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚生

労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、労働者

にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチヱツクを実施し

た外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考え

られるが、労働者の申出！立、事業者へのストレスチェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外

部機関が事業者にストレスチヱツク結果を提供するに当たって、改め

て本人の同意を得る必要はない。

なお、事業者が、安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1
項、第66条の8の4第1項又は第66条の10第3項の規定に基づく面接

指導を委託するために必要な労働者の偲人情報を外部機関に提供し、

また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結

果を提供するととは、 5( 2）に規定する健康診断等の場合と閤様

に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法筆~第
1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の伺意を得なくて

も第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得

なくても第三者提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施

に必要な情報として事業者から当該外部機関に提供するストレスチェ

ック結果も含まれる。

(4）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和60年法律第88号L」以下 f労働者派遣法Jという。）第

45条第10項及び第14~軍において、派遣先事業者が安衛法第66条第2項
から第4項までの規定に基づく健康診断及びこれらの健康診断の結果

に基づき安衛法第66条の4の規定に基づく医師からの意見聴取を行っ

たときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元事業

者に送付するとともに、当該医師の意見をさ当該派遣元事業者に通知し

なければならないこととされている。このことから、派遣先事業者

が、派遣元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意見を記載し

た書面を提供することは、労働者派違法の規定に基づく行為であり、
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宜主主第1寝第1号の「法令に義づく場合」に該当し、本人の同意を得

新旧対照表

なくても第三者提供の制限は受けない。

(5）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求め

る場合、法第27条に基づき、原量11として健康保険組合等は労働者（被

保険者）の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、

あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾

を得るとともに、必婆に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を

受けることが望ましい。

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合

等法筆m第5項第1号から第3号主主に掲げる場合においては、健

康情報の提供を受ける者は第三者に該当しないため、当該労働者の同

意を得る必要はない。

(6〕高齢者の医療の確保に関する法律（沼和57年法律第80号。以下「高

確法｜という内）第27条第3項及び第4項並びに健康保険法（大正11
年法律第70号n 以下「健保法」というの）第150条第2項及び第3項

その他の医療保険各法の規定において、医療保険者は‘事業者に対

し、健康診断に関する記録の写し（高確法第27条第3項の規定に某づ

く場合は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する某準（平成

19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準｜という。）第2条各号

に掲げる項尽に関する記録の写しに怒り、また、健保法その他の医療

保険各法の規定に基づく場合は、実姉基準第2条各号に掲げる項包に

関する記録の写しその他健保法第150条第1項等の規定により被保険

者等の健康の保持増進のために必婆な事業を行うに当たって医療保険

者が必要と認める情報に限る0 ）の様供を求めることができ、健康診

断！こ関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写し

を提供しなければならないとされているロこのため、事業者が、これ

らの規定に基づき医療保険者の求めに応じて健康診断の結果を様供す

る場合は、法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合Iに該当する

ことから、本人の同意を得なくても第三者建供の帝u限は受けない。
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法筆.2Qゑ第1護策1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の向意

を得なくても第三者提供の制限は受けない。

(5）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求め

る場合、健康保険組合等は当該事業者に当該労働者の健康情報を提供

することを目的として取得していないため、法第23条の第三者提供の

制限に該当し、健康保険組合等は労働者（被保険者）の同意を得る必

要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報

を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に

応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合

等法筆益金第5項第1号から第3号に掲げる場合においては、健康情

報の提供を受ける者は第三者に該当しないため、当該労働者の間意を

得る必要はない。

(6）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80-lヰ）第27条第

2項及び第3項の規定により、医療保険者は、加入者を使用している

事業者文は使用していた事業者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、安衛法その他の法令に基づき、その事業者が保存している加

入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることが

でき、健康診断に関する記録の写しの様供を求められた事業者は厚生

労働省令で定めるところにより、その記録の写しを提供しなければな

らないとされているのこのことから、特定健康診査及び特定保健指導

の実撫に関する基準（平成19年厚生労働省令第157号）第2条に定め

る寝恩に係る記録の写しについては、医療保険者からの提供の求めが

あった場合に事業者が当該記録の写しを提供することは、法令に基づ

くものであるので、法第23条第1l直第 1.j専に該当し、本人のi濁煮なく

翠食主玄ゑ♀
なお、事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録の

ヨち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定

める項目に含まれないもの（業務盤、視力、聴力、胸部エックス線検

査、略療検査）については、労働者に対して定期健康診断の結果の情
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~法筆~主主に規定する保有個人デーヲの開示に関する事項（ガイドライ
ンξ§.::f_関係）

事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第66条の8第3項（第66条

のBの2第2項及び第66条の8の4第2項の規定により準用する場合を

含む。）及び第66条の10第4項の規定に基づき事業者が作成した面接指

導の結果の記録その他の医師、保健師等の判断及び意見並びに詳細な医

学的情報等の情報であって保有価人デ－51に該当するものについては、

本人から開示の請求があった場合は、原員IJとして電磁的託銀の提供によ

る方法、書面の受付による方法その他当該事業者の定める方法のうち本

人が請求した方法により‘ i惇滞なく、開示しなければならない。ただ

し、本人に開示することにより、法筆~釜第2項各号のいずれかに該当
する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

~法筆生皇室に規定する苦情の処理に関する事項（ガイドラインl:l!関

係）

ガイドライン主Eに定める苦情を処理するための窓口については、健

康情報に係る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従

事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。

lQ その他事業者が雇用管理に関する他人情報の適切な取扱いを確保する

ための措置を行うに当たって記慮すべき事項

( 1 ）事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託する

ことが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会

が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以

外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガイド

ライン左Eに掲げるもののほか、 iRに掲げる事項について事業場内の

規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該

' 報を医療保険者に提供する旨を明示し、同意を得ることが必要とな

金..＿

6 法裳2§_金に規定する保有個人デー告の調禾に関する事項（ガイドライ

ンξ§.：.？.関係）

事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第66条の8第3項（第66条

の8の2第2項及び第66条の8の4第2壌の規定により準用する場合を

含む。）及び第66条の10第4項の規定に基づき事業者が作成した面接指

導の結果の記録その他の医飾、保健師等の判断及び意見並びに詳織な医

学的情報を含む健康情報については、本人から開示の請求があった場合

は、原則として開示しなければならない。ただし、本人に開示すること

により、法第2§_会第2項各号のいずれかに該当する場合は、その全部文

は一部を開示しないことができる。

工法筆皇室Eに規定する苦情の処理に関する事項（ガイドラインξE関
係）

ガイドライン3-61こ定める苦情を処理するための窓口については、健

康情報に係る苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従

事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。

8 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保する

ための措置を行うに当たって配慮すべき事項

( 1 ）事業者i立、安衡法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託する

ことが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会

が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以

外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガイド

ライン主Eに掲げるもののほか、基主に掲げる事項について事業場内

の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当
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規程筆に従って取り扱わせることが望ましい。

(a）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること

( b）健康情報に係る安全管理体制に関すること

( c）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の

範囲に関すること

( d）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するも

のを含む。）に関すること

( e）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

(2）事業者は、 ( 1 ）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において

審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うこ

とが望ましい。

C 3) H I V感染症やB裂肝炎等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に

関する情報については、織業上の特別な必要性がある場合を除き、事

業者は、労働者等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応

じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行う必要がある

場合については、当該就業よの配慮に必要な情報に限って、事業者が

労働者から取得することは考えられる。

(4）労働者の健康情報は、医療機弱において「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱

われ、また、健康保険組合において「鍵康保険組合等における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に慕づき取り扱われることか

ら、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイダンスの内容に

ついても留意することが期待されている。
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該規程に従って取り扱わせることが望ましい。

(a）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること

( b）健康情報に係る安全管理体制に関すること

( c）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の

範囲に関すること

( d）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するも

のを含む。） Iこ関すること

( e）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

( 2）事業者は、 ( 1 ）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において

審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うこ

とが望ましい。

(3) H IV感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査毒事の遺伝性疾病に

関する情報については、職業上の特別な必軍基性がある場合を除き、事

業者l立、労働者等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応

じて、これらの疾病等の治療等のため就業よの配慮を行う必要がある

場合については、当該就業よの配慮に必要な情報に限って、事業者が

労働者から取得することは考えられる。

(4）労働者の健康情報l立、医療機関において「医療介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスj に基づき取り扱

われ、また、健康保験組合において「健康保険組合等における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき取り扱われることか

ら、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイダンスの内容に

ついても留意することが期待されている。


